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刊
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日
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史
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築
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築
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築
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局
保
健
政
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部
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民
健
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保
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課
）…
二

○
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リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講

習
の
指
定
…
…
…（
保
健
医
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局
健
康
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全
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健
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安
全
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）…
二

○
漁
船
損
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補
償
法
に
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…
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…（
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業
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局
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水
産
部
水
産
課
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三

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
付
保
義
務
の
発
生
…
…
…（
同
）…
三

公

告

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民
の
意
見
を
聴

く
会
の
開
催
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
四
号

東
京
都
景
観
条
例
（
平
成
十
八
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
六
号
）

第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
選
定
歴
史
的
建
造
物

を
次
の
と
お
り
選
定
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

構
造
及
び
規
模

所

在

地

日
本
基
督
教
団
高
輪

教
会

木
造
、
一
階
建
て

港
区
高
輪
三
丁
目
十
五

番
十
五
号

常
盤
堂
雷
お
こ
し
本

舗
雷
門
本
店

Ｒ
Ｃ
造
、
三
階
建

て

台
東
区
浅
草
一
丁
目
三

番
二
号

曙
湯

木
造
、
二
階
建
て

台
東
区
浅
草
四
丁
目
十

七
番
一
号

鶴
の
湯

木
造
、
一
階
建
て

台
東
区
浅
草
橋
五
丁
目

二
十
七
番
二
号

東
京
浴
場

木
造
、
二
階
建
て

品
川
区
大
井
二
丁
目
二

十
二
番
十
六
号

明
神
湯

木
造
、
二
階
建
て

大
田
区
南
雪
谷
五
丁
目

十
四
番
七
号

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
七
年
十
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

豊
島
区
目
白
一
丁
目
十
二
番
一
の
一
部
、

同
番
七
、
同
番
八
、
同
番
十
七
、
同
番
二

令
和
七
年
九
月
十

七
日

十
、
千
五
十
七
番
一
の
一
部
、
同
番
十
八
、

同
番
二
十
か
ら
同
番
二
十
二
ま
で
、
同
番

二
十
五
の
一
部
、
同
番
二
十
六
か
ら
同
番

三
十
二
ま
で
、
千
二
百
三
十
二
番
二
、
千

二
百
三
十
三
番
及
び
同
番
三

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
指
導
課
（
東
京
都
庁

第
二
本
庁
舎
三
階
中
央
）

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
千
九
十
号
に
よ

り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
渋
谷
区
代
々
木
神

園
町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
七
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
弁
護
士
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
事
項

組
合
の
地
区
に
係
る
事
項

二

変
更
内
容

組
合
の
地
区
に
香
川
県
高
松
市
を
加
え
る
。

三

規
約
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
九
月
三
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
八
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八

条
の
二
第
一
項
及
び
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
で
あ
っ
て
通
信
制
で

行
う
研
修
及
び
講
習
（
以
下
「
第
二
型
研
修
等
」
と
い
う
。
）
を
次

の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

第
二
型
研
修
等
の

主
催
者
の
名
称
及

び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導

セ
ン
タ
ー

港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

受
講
対
象
者

都
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
に
勤

務
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
及
び
業
務
従
事
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者
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

㈠

へ
き
地
離
島
、
遠
隔
地
に
居
住
す
る

者

㈡

聴
覚
障
害
等
の
障
害
に
よ
り
研
修
会

場
等
で
の
受
講
が
困
難
と
知
事
が
認

め
た
者

三

申
込
受
付
期
間

㈠

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修

令
和
七
年
十
一
月
十
日
か
ら
同
年
十

二
月
十
二
日
ま
で

㈡

業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習

令
和
七
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
年
十

二
月
十
一
日
ま
で

四

受
講
料

㈠

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修

五
千
円

㈡

業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習

四
千

五
百
円

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百

十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
け

る
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
六
号
に
よ
る
保
険
に
付
す

べ
き
義
務
は
、
令
和
七
年
十
月
四
日
限
り
で
消
滅
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

小
笠
原
島
加
入
区

小
笠
原
母
島
加
入
区

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ

い
て
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め

た
の
で
、
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
漁
船
損
害
等
補
償
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
十
八
号
）
第
二
十
五
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通

損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
令
和
七
年
十
月
五
日
か
ら
発
生
す

る
。

令
和
七
年
十
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

小
笠
原
島
加
入
区

小
笠
原
母
島
加
入
区公

告

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民
の
意
見

を
聴
く
会
の
開
催
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
田
谷
清
掃
工

場
建
替
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
書
案
及
び
見
解
書
の
内
容
に
つ

い
て
都
民
の
意
見
を
聴
く
た
め
、
次
の
と
お
り
都
民
の
意
見
を
聴
く

会
を
開
催
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
七
年
十
一
月
五
日
（
水
曜
日
）
午
後
二
時
開
始

二

場
所

上
用
賀
ア
ー
ト
ホ
ー
ル

世
田
谷
区
上
用
賀
五
丁
目
十
四
番
一
号
一
〇
二

三

公
述
申
出
の
方
法
等

都
民
の
意
見
を
聴
く
会
に
お
い
て
公
述
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
の
こ
と
を
記
載
し
た
公
述
申
出
書
を
令
和
七
年
十
月
十
七
日

（
金
曜
日
）
ま
で
に
公
述
申
出
先
へ
持
参
、
郵
送
又
は
電
子
申
請

サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

㈠

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）
及
び
住
所
（
法
人
そ
の

他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都

の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
並
び
に
都

民
の
意
見
を
聴
く
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の

氏
名
（
振
り
仮
名
を
付
す
こ
と
。
）
、
住
所
及
び
役
職
名
）
並

び
に
連
絡
先
（
自
宅
又
は
勤
務
先
等
）
の
電
話
番
号

㈡

対
象
事
業
の
名
称

㈢

公
述
し
よ
う
と
す
る
意
見
の
要
旨
（
八
百
字
以
内
）

四

公
述
申
出
先

㈠

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担

当
郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
九
階

㈡

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
ent

／reading_guide／

五

公
述
人
の
選
定

㈠

公
述
人
の
数
は
、
二
十
五
人
程
度
と
す
る
。

㈡

公
述
し
よ
う
と
す
る
者
が
多
数
あ
っ
た
場
合
に
は
、
抽
せ
ん

に
よ
り
公
述
人
を
選
定
す
る
。

㈢

公
述
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
申
出
人
に
通
知
す
る
。
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六

公
述
の
範
囲
及
び
公
述
時
間

㈠

公
述
人
は
、
環
境
影
響
評
価
書
案
及
び
見
解
書
の
内
容
に
つ

い
て
、
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す

る
。

㈡

一
人
当
た
り
の
公
述
時
間
は
十
五
分
以
内
と
す
る
。

七

傍
聴
の
方
法

傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
傍
聴
券
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
携

帯
し
て
会
場
へ
入
場
す
る
こ
と
。

な
お
、
傍
聴
券
は
、
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
の
当
日
、
午
後
一

時
三
十
分
か
ら
会
場
入
口
に
お
い
て
先
着
順
に
交
付
す
る
。

八

都
民
の
意
見
を
聴
く
会
に
関
す
る
問
合
せ
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
担
当

電
話
番
号
〇
三
（
五
三
八
八
）
三
四
四
一
（
直
通
）

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


